
  倉敷市神田2丁目3番5号

  TEL　086-444-6521　　　　　　　　　　　　　　　

  FAX　086-444-6524

  担当　三宅・守屋・小林

介護が必要となり在宅での生

活が困難な場合に、お一人おひ

とりに合ったケアを提供いたし

ます。

協力病院（水島第一病院）が

隣接しているので医療面が充実

し、季節の行事やクラブ活動な

どにも取り組んでいます。

原則として、入所は要介護3以

上の方が対象となります。（要

介護1～2)の方で、やむを得ない

事情の方は、特例的な入所とな

ります。

≪ご入所定員130名≫

常勤医師による健康管理状態に合わせた入浴設備リハビリ室での健康体操
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①
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②
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②

第4段階(非該当)

預貯金等の資産の状況

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

上記以外の方

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

192,514
88,171 101,671

合計所得金額＋年金の収入額が
80万円以下の方

負担段階

第1段階

第2段階

第3段階①

80,371
113,971 123,571 148,443 158,043 182,914

153,323 175,835 185,435

要介護5 43,471 54,871 59,071 60,571
66,871

111,612 121,212 143,723要介護4 41,112 52,512 56,712 58,212
64,512 78,012

85,812 99,312

109,218 118,818 138,935 148,535 168,653 178,253要介護3 38,718 50,118 54,318 55,818
62,118 75,618

83,418 96,918

要介護2 36,221 47,621 51,821 53,321

多床室

106,721 116,321 133,942

個室

要介護1 33,827 45,227 49,427 50,927

多床室 個室

143,542 161,163 170,763

163,581
78,527 92,027

59,621 73,121

70,727
104,327 113,927 129,154 138,754 153,981

80,921 94,421

57,227

合計所得金額＋年金の収入額が
80万円超120万円以下の方

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(月額)

１割負担 １割負担 １割負担 １割負担 2割負担 3割負担

新興感染症等施設療養費(日額) 240

【月額料金早見表】　特段の事情がない限りは、要介護3以上の方のみ入所できるようになっています。（30日計算）

要介護度

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

個室 多床室 個室多床室 個室 多床室 個室 多床室

経口移行加算(日額) 28 生活保護受給者

ADL維持加算(Ⅰ)(月額) 30 市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

老齢福祉年金受給者

経口維持加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(月額)

協力医療機関連携加算(Ⅰ)(月額) 50
個別に加算されるもの
※2割･3割負担の方は上記加算が2倍･3倍となります。
日常生活費等、自己負担がかかる場合があります。

療養食加算(1回6単位) 18 対象者

13

退所時栄養情報連携加算(1回) 70

合計所得金額＋年金の収入額が
120万円超の方

退所時情報提供加算(月額) 250
第3段階②

400／100

排泄支援加算(Ⅱ)／(Ⅲ)(月額) 15／20

（＠1,650）（＠1,000）（＠1,320）

10 / 5

自立支援促進加算(月額) 280

第4段階
49,500 30,000 39,600

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(月額)

排せつ支援加算(Ⅰ)(月額) 10要介護5

1割 26,130(@ 871 )

2割 52,260(@ 1,742

３割 78,390(@ 2,613 )

)

) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(月額) 3
（＠880）

３割 72,180(@ 2,406 ) ADL維持等加算(Ⅱ)(月額) 60
（＠1,360）

110
（＠650）（＠430）

50

14%

第3段階② 40,800
要介護4

1割 24,060(@ 802 ) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(月額)

要介護3

1割 21,960(@ 732 )

2割 48,120(@ 1,604

３割 65,880(@ 2,196 ) 口腔衛生管理加算(Ⅱ)(月額)

2割 43,920(@ 1,464

14,400
３割 59,310(@ 1,977 ) 常勤医師配置加算(日額) 25

（＠390） （＠480）

) 夜勤職員配置加算(Ⅲ)(日額) 16

第2段階
11,700

12,900

栄養マネジメント強化加算(日額) 11

) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(月額) 100

第3段階① 19,500

26,400

要介護2

1割 19,770(@ 659 )

2割 39,540(@ 1,318

012
（＠300）

個別機能訓練加算(Ⅱ)/(Ⅲ)(月額) 20

要介護1

1割 17,670(@ 589 )

2割 35,340(@ 1,178

３割 53,010(@ 1,767 ) 個別機能訓練加算(Ⅰ)(日額)

) 看護体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(日額) 4 / 8

※令和3年8月1日から、認定の要件が次のように変わります。
（倉敷市にて判断されます）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（月額） 10

  令和8年2月1日 現在

（単位：円）

要介護度 基本料金

＋

加算されるもの
※2割・３割負担の方は下記加算が2倍・３倍となります。

＋

負担区分 食費

居住費

安全対策体制加算(入所時) 20

介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
Ⅰ

多床室 個室
日常生活継続支援加算(日額) 36

11,400

（＠380）
第1段階

9,000


